
は
じ
め
に

駿
河
国
大
岡
荘
の
荘
域
は
、
現
在
の
静
岡
県
沼
津
市
街
地
か
ら
、
大
岡
・
岡
宮
辺

り
を
中
心
に
、
北
は
裾
野
市
桃
園
・
大
畑
付
近
に
至
る
愛
鷹
山
東
南
麓
一
帯
、
黄
瀬

川
右
岸
ま
で
の
広
大
な
地
域
に
比
定
さ
れ
る
。
本
荘
の
荘
号
は
平
安
末
期
か
ら
見
え
、

か
つ
て
こ
の
地
に
存
在
し
た
大
野
牧
・
岡
野
牧
と
い
う
官
牧
が
荘
園
化
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
牧
と
し
て
の
機
能
も
長
く
保
持
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
に

至
っ
て
も
、
な
お
大
岡
牧、
と
称
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

こ
の
大
岡
荘
（
牧
）
は
、
ま
ず
、
鎌
倉
幕
府
の
初
代
執
権
北
条
時
政
の
後
妻
、
牧

の
方
の
故
地
と
し
て
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
先
年
私
は
、『
静
岡
県
史
』
の

執
筆
を
契
機
と
し
て
こ
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
考
え
直
し
、
a
牧
の
方
は
、
従
来
考

え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
東
国
の
在
地
領
主
の
娘
な
ど
で
は
な
く
、
池
禅
尼
（
平
清
盛

の
義
母
・
頼
盛
の
実
母
）
の
姪
に
あ
た
り
、
院
近
臣
家
の
出
身
で
あ
っ
た
、
s
そ
の
意

味
で
、
牧
の
方
の
政
治
的
基
盤
は
京
都
に
あ
り
、
北
条
時
政
と
の
関
係
も
平
治
の
乱

以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
、
d
し
た
が
っ
て
、
平
治
の
乱
敗
戦
に
よ
る
源

頼
朝
の
伊
豆
国
配
流
の
意
味
も
、
池
禅
尼
│
牧
の
方
│
北
条
時
政
と
い
う
人
脈
と
の

か
か
わ
り
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
f
こ
う
し
た
牧
の
方
と
の
関

係
は
、
元
来
、
北
条
氏
の
庶
流
か
ら
身
を
起
こ
し
た
時
政
の
行
動
に
甚
大
な
影
響
を

も
た
ら
し
、
そ
の
後
の
執
権
政
治
の
展
開
に
も
影
を
落
と
す
結
果
に
な
っ
た
、
等
々

を
論
じq

、
幸
い
に
し
て
学
界
に
お
け
る
大
方
の
承
認
を
得
た
と
考
え
て
い
る
（
後
述
）。

加
え
て
ご
く
近
く
に
は
、『
沼
津
市
史
』
の
叙
述
に
あ
た
り
、
牧
の
方
や
牧
一
族
、

そ
う
し
て
大
岡
荘
の
性
格
に
つ
い
て
、
若
干
の
新
知
見
を
追
補
す
る
こ
と
が
で
き
たw

。

大
岡
荘
に
か
か
わ
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
は
、
上
級
領
主
権
の
所
在

に
関
し
て
で
あ
る
。
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
、
同
荘
の
領
家

が
平
頼
盛
（
池
大
納
言
と
称
す
）
で
あ
っ
た
事
実
は
動
か
な
い
も
の
の
、
そ
れ
以
前
、

a
立
荘
後
間
も
な
い
頃
の
領
主
、
あ
る
い
は
、
s
頼
盛
の
領
有
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
お

け
る
本
家
職
の
帰
属
、
を
め
ぐ
っ
て
は
、
と
か
く
異
論
が
あ
り
、
確
定
を
見
な
い
ま

ま
近
時
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
沼
津
市
史
』
に
か
か
る
考
察
に
は
、
鎌
倉
幕
府

荘
郷
地
頭
制
な
い
し
は
没
官
領
地
頭
の
成
立
と
も
密
接
に
関
係
す
る
こ
の
課
題e

を
回

避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
結
果
、
a
を
関
白
藤
原
師
通
と
解
し
、
摂
関
家
領
大

岡
荘
は
母
の
源
麗
子
に
よ
っ
て
日
吉
社
に
施
入
さ
れ
た
と
す
る
理
解
の
根
拠
を
否
定

し
、（
上
級
）
領
主
権
の
推
移
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
立
て
得
た
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
残
念
な
こ
と
に
、
自
治
体
史
の
一
節
と
い
う
叙
述
の
制
約
上
、
殊

に
上
記
二
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
文
を
進
め
た
の
で
は
な
い
し
、
詳
し
い
論
証
を
割
愛
し

た
部
分
も
少
な
く
な
い
。
こ
こ
に
機
会
を
得
て
、
下
文
に
い
さ
さ
か
詳
し
く
説
明
を

施
し
た
い
。一

　
牧
の
方
と
大
岡
荘

ま
ず
、
牧
の
方
に
か
か
わ
る
卑
見
を
め
ぐ
っ
て
は
、
a
牧
氏
と
北
条
氏
と
は
、
源

737
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岡
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平
内
乱
以
前
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
杉
橋
が
推
測
す
る
よ
う
な
時
政
と

牧
の
方
の
成
婚
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
、「
全
盛
の
平
氏
を
後
ろ
盾
と
す
る

（
貴
族
で
あ
る
）
牧
氏
に
対
し
、
北
条
氏
が
奉
仕
す
る
（
へ
り
く
だ
る
）、
と
い
う
体

の
も
の
で
あ
っ
た
」r

、
な
い
し
は
、
s
拙
稿
が
提
示
し
た
牧
の
方
の
年
譜
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
は
「
無
理
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
時
政
と
牧
の
方
と
の
婚
姻
の
時

期
が
頼
朝
挙
兵
以
前
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
間
違
い
な
い
」t

と
す
る
論
評
も
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
牧
の
方
の
出
身
や
系
譜
上
の
位
置
に
か
か
る
卑
見
は
、
そ
の

ま
ま
諒
解
さ
れ
て
い
る
。
a
の
場
合
で
も
、
内
乱
以
前
に
牧
氏
と
北
条
氏
と
の
間
に

濃
密
な
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
は
認
め
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
牧
氏
を
介
し

て
源
頼
朝
の
伊
豆
配
流
の
意
味
を
忖
度
し
た
私
の
意
図
は
、
ほ
ぼ
達
せ
ら
れ
た
と
思

う
。
s
が
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
「
年
譜
」
は
、
も
と
よ
り
乏
少
な
事
実
を
基
に
試
み

た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
よ
り
合
理

的
な
理
解
に
到
達
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

そ
の
他
、
牧
宗
親
を
牧
の
方
の
「
兄
弟
」
と
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
系
譜
・
世
代
観

と
、
宗
親
を
「
父
」、
時
親
を
同
腹
の
「
兄
弟
」
と
す
る
『
愚
管
抄
』
の
認
識
と
の

間
に
は
、
確
か
に
齟
齬
す
る
と
こ
ろ
が
あ
るy

。
あ
る
い
は
、
主
要
論
拠
の
多
く
を

『
吾
妻
鏡
』
の
地
の
文
や
系
譜
・
系
図
類
な
ど
、
後
世
の
編
纂
物
に
拠
り
な
が
ら
、

『
愚
管
抄
』
の
記
事
を
否
定
し
て
牧
氏
＝
在
地
領
主
説
の
復
権
を
は
か
ろ
う
と
す
る

動
き
が
ご
く
一
部
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
と
う
て
い
従
え
な
い
。
後
年
、
大
岡
荘
の
領

主
平
頼
盛
（
牧
宗
親
の
主
家
）
か
ら
大
半
の
所
領
を
相
続
し
て
池
家
を
代
表
す
る
存

在
と
な
っ
た
子
息
光
盛
が
、『
愚
管
抄
』
の
著
者
慈
円
に
親
炙
し
、
同
書
執
筆
に
さ

い
し
て
の
情
報
提
供
者
で
あ
っ
た
事
実
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
お
りu

、
こ
の
場
合
『
愚

管
抄
』
の
史
料
的
価
値
は
、
た
ん
に
同
時
代
史
料
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
平
頼
盛
と

そ
の
周
辺
、
所
領
に
関
す
る
も
っ
と
も
良
質
に
し
て
精
確
な
知
見
が
盛
り
込
ま
れ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
と
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
牧
宗
親
や
そ

の
子
孫
の
在
地
性
を
い
か
に
強
調
し
よ
う
と
も
、
牧
の
方
・
宗
親
ら
の
「
出
身
」
を

問
う
の
と
は
お
の
ず
か
ら
別
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

結
局
、
名
に
し
負
う
慈
円
の
悪
文
で
は
あ
る
が
、『
愚
管
抄
』
の
一
節
（
巻
第
六
）

に
「
其
（
牧
の
方
の
父
）
宗
親
、（
平
）
頼
盛
入
道
ガ
モ
ト
ニ
多
年
ツ
カ
（
仕
）
イ
テ
、

（
そ
の
功
に
よ
り
、
頼
盛
が
宗
親
に
、
み
ず
か
ら
領
家
職
を
保
有
す
る
）
駿
河
国
ノ
大
岡
ノ

牧
ト
云
所
ヲ
シ
ラ
セ
ケ
リ
（
知
行
さ
せ
た
）」
と
あ
る
の
を
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
理
解

す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
岡
牧
に
お
い
て
宗
親
が
帯
び
た
職
名
は
、
同
牧

預
託
の
経
過
、
お
よ
び
宗
親
に
は
娘
婿
に
あ
た
る
北
条
時
政
が
地
頭
で
あ
っ
た
事
実i

を
併
せ
考
え
る
と
、
領
家
と
下
司
・
地
頭
な
ど
の
在
地
領
主
と
の
中
間
に
位
置
す
る

預
所
職
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
宗
親
は
現
地
に
下
向
し
た
か
、
あ

る
い
は
拠
点
を
構
え
、
か
か
る
地
縁
が
契
機
と
な
っ
て
、
そ
の
娘
（
牧
の
方
）
と
時

政
の
婚
姻
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
近
年
、
叙
上
の
小
論
を
承
け
、
国
文
学
研
究
の
方
面
か
ら
も
歌
集
『
閑
谷

集
』
の
作
者
を
牧
氏
の
一
族
に
宛
て
る
新
説
が
現
れ
たo

。
該
作
者
に
つ
い
て
は
、

「
平
頼
盛
と
牧
氏
、
北
条
氏
の
三
者
に
関
係
の
あ
る
か
な
り
有
力
な
人
物
」
と
す
る

推
論
が
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が!0

、
京
都
を
「
故
郷
」
と
す
る
作
者
の
父
で
、
建

久
五
年
（
一
一
九
四
）
十
一
月
二
十
二
日
に
都
で
他
界
し
た
人
物
を
牧
四
郎
国
親
と

特
定
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
牧
国
親
は
『
鎌
倉
年
代
記
』
に
初
期
（
建
久
三

年
以
来
）
の
「
京
都
守
護
」
と
し
て
所
見
す
る
も
の
の
、
他
に
実
在
の
明
徴
を
見
出

せ
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
国
親
の
前
後
に
配
さ
れ
た
一
条
高
能
・
土
肥
実
平
・
三
条

有
範
・
中
原
親
能
な
ど
は
、
そ
の
順
番
と
時
期
は
と
も
か
く
、
何
れ
も
実
在
の
人
物

で
あ
っ
て
、
高
能
の
父
一
条
能
保
や
中
原
親
能
が
京
都
守
護
で
あ
っ
た
事
実
は
斯
界

に
異
論
が
な
い
し
、
三
条
有
範
は
在
京
御
家
人
と
し
て
著
名
な
五
条
有
範
を
意
味
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
土
肥
実
平
は
平
氏
追
討
に
参
戦
し
た
だ
け
で
な
く
、
源
頼
朝
の

代
官
的
存
在
と
し
て
京
都
に
駐
留
し
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
彼
ら
は

い
ず
れ
も
京
都
守
護
、
な
い
し
は
後
世
京
都
守
護
と
混
同
さ
れ
や
す
い
立
場
に
あ
っ

た
人
物
で
あ
り
、
牧
国
親
に
関
し
て
も
そ
う
し
た
人
間
の
一
人
と
し
て
承
認
し
て
よ
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い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
、
三
郎
、
、

宗
親
・
四
郎
、
、

国
親
と
す
る
排
行
の
点
か
ら
、『
閑
谷
集
』
の
作

者
は
宗
親
の
甥
、
牧
の
方
に
と
っ
て
は
従
弟
に
比
定
さ
れ
る
。
改
め
て
同
歌
集
を
概

観
す
る
と!1

、
前
述
の
よ
う
に
京
都
を
「
故
郷
」
と
恋
う
こ
の
人
物
は
、
源
平
内
乱
期

に
は
加
賀
・
但
馬
に
移
り
住
み
、
や
が
て
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
か
ら
は
駿
河
国

大
畑
に
庵
を
結
ん
だ
と
知
れ
る
。
同
所
で
法
会
を
営
み
、
近
隣
を
盛
ん
に
徘
徊
し
て

歌
を
詠
み
、
京
都
を
往
還
し
て
は
西
伊
豆
・
南
伊
豆
の
地
名
を
多
量
に
詠
み
込
ん
だ

が
、
こ
の
大
畑
こ
そ
大
岡
荘
域
内
の
地
名
で
、
現
在
も
裾
野
市
大
畑
と
し
て
名
残
を

留
め
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
彼
が
大
畑
に
庵
を
構
え
た
契
機
が
宗
親
と
の
縁
に
よ
る

こ
と
疑
い
を
容
れ
ず
、
大
岡
荘
と
牧
氏
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
と
あ
り
さ
ま
は
、
従
来

と
は
相
当
異
な
る
か
た
ち
で
、
し
か
も
具
体
的
に
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
映
像
を
結
ぶ

状
況
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

今
後
『
閑
谷
集
』
の
精
査
に
よ
り
、
大
岡
荘
と
そ
の
周
辺
の
実
相
が
ま
す
ま
す
鮮

明
に
掘
り
起
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
に
紹
介
し
た
事
項
か
ら
だ
け
で
も
、
大

岡
荘
が
京
都
と
の
頻
繁
な
往
還
や
法
会
・
歌
会
の
開
催
を
随
伴
す
る
土
地
柄
で
あ
っ

た
趣
が
十
分
に
読
み
取
れ
る
。
近
年
の
発
掘
成
果
か
ら
も
、
荘
内
の
大
畑
地
区
か
ら

は
、
平
安
末
〜
鎌
倉
期
の
建
物
跡
・
小
鍛
治
跡
が
確
認
さ
れ
、
多
数
の
か
わ
ら
け
・

陶
器
類
に
混
じ
っ
て
十
二
世
紀
代
を
中
心
に
し
た
中
国
産
陶
磁
器
他
が
発
見
さ
れ
て

い
る!2

。
総
じ
て
大
岡
荘
（
牧
）
を
中
心
と
す
る
地
域
一
帯
は
、
文
化
的
に
も
相
当
な

レ
ベ
ル
に
達
し
、
お
そ
ら
く
東
国
地
域
社
会
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
牧
と
い
う
名
称
か
ら
単
純
に
推
測
さ
れ
る
内
実
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

二
　
大
岡
荘
立
荘
時
の
領
主

大
野
・
岡
野
、
そ
し
て
大
岡
と
呼
称
さ
れ
て
き
た
牧
の
荘
園
化
を
示
す
史
料
と
し

て
、
沼
津
市
に
現
存
す
る
日
枝
神
社
創
建
の
由
来
を
記
し
た
『
山
王
霊
験
記
』（
絵

詞
）
が
あ
る!3

。
同
記
に
よ
れ
ば
、
関
白
藤
原
師
通
が
日
吉
山
王
社
の
神
罰
に
よ
り
若

く
し
て
重
篤
な
病
を
得
た
た
め
、
母
の
源
麗
子
が
駿
河
国
大
岡
荘
を
同
社
に
施
入
し
、

荘
内
に
日
吉
山
王
社
を
勧
請
し
て
神
の
祟
り
を
多
少
と
も
和
ら
げ
た
と
い
う
。
し
た

が
っ
て
『
山
王
霊
験
記
』
が
述
べ
る
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
採
れ
ば
、
関
白
師
通
の
時

代
以
前
、
す
な
わ
ち
平
安
時
代
中
頃
に
摂
関
家
領
と
し
て
大
岡
荘
が
成
立
し
て
い
た

こ
と
に
な
り
、
日
枝
神
社
の
内
外
を
問
わ
ず
、
こ
れ
が
長
く
通
説
と
し
て
信
じ
ら
れ

て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

確
か
に
件
の
絵
詞
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
優
れ
た
美
術
品
で
あ
り
、

類
似
伝
本
中
最
古
の
作
品
と
し
て
高
い
気
品
を
保
つ
。
し
か
し
、
古
い
と
は
い
っ
て

も
、
本
作
品
が
描
か
れ
た
の
は
鎌
倉
時
代
も
後
期
の
弘
安
十
一
年
（
正
応
元
、
一
二

八
八
）
で
あ
り
、
実
際
よ
り
も
二
〇
〇
年
近
く
後
の
証
言
に
留
ま
る
。
し
か
も
、
以

来
長
年
の
間
に
は
、
料
紙
に
破
損
や
錯
簡
が
生
じ
た
。
慎
重
な
検
討
が
必
要
な
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

か
つ
て
近
藤
喜
博
氏
は
、
こ
の
『
山
王
霊
験
記
』
お
よ
び
他
の
浩
瀚
な
類
似
伝
本

（
久
保
惣
記
念
美
術
館
本
・
頴
川
美
術
館
本
・
生
源
寺
本
各
『
山
王
霊
験
記
』
の
他
、『
続
群

書
類
従
』
所
収
『
日
吉
山
王
利
生
記
』、
妙
法
院
蔵
『
山
王
絵
詞
』
な
ど
が
あ
る
）
と
の
関

係
を
詳
し
く
検
討
し
、
こ
う
し
た
日
吉
山
王
社
の
霊
験
を
顕
彰
す
る
動
き
が
文
永
〜

弘
安
（
一
二
六
四
〜
一
二
八
八
）
の
頃
に
高
ま
っ
た
事
情
を
探
っ
た
も
の
の
、
沼
津
日

枝
社
本
を
類
似
伝
本
の
底
本
の
一
部
か
と
推
定
し
つ
つ
も
最
終
判
断
を
保
留
し
、
そ

も
そ
も
沼
津
本
が
、
最
初
か
ら
平
町
の
日
枝
社
に
奉
納
す
る
意
図
を
も
っ
て
作
成
さ

れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
と
し
た!4

。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
綿
密
な
考
察
を
加
え
た
『
沼
津
市
誌、
』
は
、
a
沼
津
本

の
前
提
に
は
前
記
の
『
日
吉
山
王
利
生
記
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
の
記
載
が
あ
り
、

そ
れ
ら
は
麗
子
施
入
の
荘
園
を
紀
伊
国
田
中
（
仲
）
荘
と
し
て
い
る
、
s
同
荘
と
日

吉
本
宮
と
の
関
係
お
よ
び
同
荘
が
摂
関
家
領
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
他
の
史
料
に
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明
徴
が
あ
る
の
に
、
大
岡
荘
に
関
し
て
は
そ
れ
が
一
切
な
い
、
d
沼
津
本
は
、
あ
く

ま
で
も
沼
津
の
日
枝
神
社
に
施
入
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
大
岡
荘
の
名
は
日
枝
社
の
所
在
地
と
の
関
連
を
示
す
た
め
に
書
き
入
れ
ら
れ
た

に
す
ぎ
な
い
、
f
し
た
が
っ
て
同
荘
を
関
白
師
通
領
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
結
論
付
け
た
の
で
あ
る!5

。

そ
し
て
現
在
で
は
、
た
と
え
ば
小
松
茂
美
氏
の
詳
細
な
研
究
に
よ
っ
て
、
沼
津
日

枝
社
伝
来
の
『
山
王
霊
験
記
』
は
他
の
浩
瀚
な
類
似
伝
本
と
は
異
な
り
、
単
独
で
た

だ
一
巻
、
日
枝
社
創
建
の
由
来
を
語
る
縁
起
と
し
て
の
み
成
立
し
た
経
過
が
す
で
に

明
ら
か
に
さ
れ
、
美
術
史
学
界
の
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る!6

。

沼
津
本
に
は
、
ど
う
や
ら
、
麗
子
が
日
吉
山
王
社
に
寄
進
し
た
荘
園
と
し
て
、
紀

伊
国
田
中
荘
の
他
に
も
う
一
荘
、
駿
河
国
大
岡
荘
の
名
を
無
理
に
書
き
加
え
た
行
文

上
の
形
跡
が
あ
り
、
具
体
的
に
分
社
勧
請
の
こ
と
を
い
い
立
て
る
の
も
、
実
に
沼
津

日
枝
神
社
本
だ
け
な
の
で
あ
る
。

例
を
示
そ
う
。
麗
子
の
荘
園
寄
進
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
『
日
吉
山
王
利
生
記
』

第
五
に
は
、「
是
に
よ
り
て
、
殿
下
御
領
紀
伊
国
田
仲
庄
に
供
料
を
定
置
て
、
八
王

子
講
と
て
、
今
に
長
日
不
退
の
講
演
と
し
て
行
は
る
ゝ
は
此
因
縁
也
」
と
記
し
、
こ

れ
ら
と
の
交
流
が
推
測
さ
れ
る
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
四
│
殿
下
御
母
立
願
の
事
に

は
、「
紀
伊
国
田
中
の
庄
は
殿
下
の
渡
庄
な
り
け
れ
ど
も
、
八
王
子
に
御
寄
付
あ
り
。

之
に
依
て
問
答
講
と
て
、
今
に
退
転
な
し
」
と
あ
る
。
他
の
類
書
も
同
趣
旨
で
、
麗

子
が
紀
伊
国
田
中
（
仲
）
荘
を
日
吉
山
王
社
の
八
王
子
に
寄
進
し
た
と
す
る
。

一
方
、
沼
津
日
枝
社
本
の
当
該
部
分
は
、「
一
に
は
永
代
法
華
講
を
長
日
に
修
し

て
、
供
料
を
寄
付
せ
し
む
と
御
願
書
を
あ
そ
ば
さ
れ
て
、
八
王
子
へ
ま
い
ら
せ
さ
せ

給
」!7

と
述
べ
る
の
み
で
、
肝
心
の
供
料
・
寄
進
荘
園
名
に
は
触
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が

沼
津
本
の
末
尾
本
文
に
は
、
他
本
に
見
ら
れ
な
い
独
自
異
文
を
擁
す
る
。

か
の
法
華
経
は
、
北
政
所
の
御
願
と
し
て
、
紀
伊
国
田
仲
庄
の
役
に
て
い
ま
に

つ
と
め
る
。
又
、
供
料
も
駿
川
国
大
岡
庄
の
役
に
は
じ
め
お
か
れ
侍
り
し
が
、

た
う
じ
（
当
時
）
も
退
転
し
侍
ら
ず
と
ぞ
う
け
給
。
さ
れ
ば
、
か
の
庄
に
ハ
、

日
吉
社
を
い
は
（
斎
）
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
お
り

く
の
祭
礼
、
日
々

の

を
う
つ
し
侍
り
し
と
か
や
。
又
、
長
日
の
法
華
講
を
は
じ
め
お
か

れ
て
、
か
の
日
吉
社
を
い
は
ひ
た
て
ま
つ
る
も
、
か
の
庄
役
に
て
侍
と
な
ん
。

こ
の
文
章
は
、
欠
損
に
よ
る
要
因
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
か
に
も
晦
渋
で
構
文

上
の
重
複
も
見
ら
れ
る
。
沼
津
日
枝
社
本
は
、
実
に
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
し

か
も
唐
突
に
具
体
的
な
荘
園
名
を
持
ち
出
す
。
行
文
の
繰
り
返
し
は
、
本
来
の
田
仲

荘
に
加
え
て
大
岡
荘
を
あ
え
て
書
き
入
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
他
本

で
は
、
一
致
し
て
田
仲
荘
の
日
吉
本
宮
八
王
子
社
へ
の
寄
進
を
述
べ
る
に
留
ま
る
の

に
対
し
て
、
前
引
文
で
は
、「
日
吉
社
を
い
は
ひ
た
て
ま
つ
」
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

各
荘
へ
の
勧
請
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
こ
れ
ら
沼
津
本
の
独
自
の
主
張
は
、
以
前
か
ら
存
在
し
た
日
吉
山
王
社
―

摂
関
家
（
麗
子
・
師
通
）
―
同
家
領
（
殿
下
渡
荘
）
紀
伊
国
田
中
（
仲
）
荘
を
結
ぶ
伝

承
に
、
強
引
に
大
岡
荘
と
同
荘
域
に
勧
請
・
鎮
座
す
る
日
枝
社
を
こ
と
寄
せ
、
権
門

摂
関
家
と
の
関
係
を
強
調
し
つ
つ
創
建
の
由
来
を
飾
り
立
て
よ
う
と
す
る
、
地
方
の

寺
社
縁
起
の
類
に
あ
り
が
ち
な
付
会
の
説
だ
と
、
残
念
な
が
ら
判
断
せ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
古
く
し
か
も
優
れ
た
美
術
工
芸
品
が
、
日
枝
社
に
奉
納
・

伝
来
し
た
事
実
は
注
目
に
価
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
は
け
っ
し
て
小
さ
く
な
い
。
前

述
し
た
よ
う
な
大
岡
荘
の
東
国
社
会
に
お
け
る
文
化
的
位
置
の
高
さ
が
、
こ
こ
で
も

ま
た
一
つ
実
物
を
も
っ
て
眼
前
に
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
大
岡
荘
本
家
職
の
所
在

か
く
し
て
大
岡
荘
＝
摂
関
家
領
と
す
る
解
釈
が
否
定
さ
れ
た
後
、
次
に
大
岡
荘
の
領

主
に
つ
い
て
触
れ
る
史
料
は
、
寿
永
三
年
（
元
暦
元
、
一
一
八
四
）
四
月
五
日
源
頼
朝
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下
文
案
で
あ
る!8

。
同
文
書
に
は
、
平
頼
盛
に
返
還
す
る
平
家
没
官
領
中
の
旧
領
の
一

つ
と
し
て
「
大
岡
庄
駿
河

」
と
見
え
、
平
清
盛
の
異
母
弟
頼
盛
が
平
安
末
期
以
来
の

領
主
、
お
そ
ら
く
は
荘
務
権
を
有
す
る
領
家
だ
っ
た
事
実
が
知
ら
れ
る
。
本
家
職
の

所
在
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
本
文
書
に
「
右
、
庄
園
拾

箇
所
、
載
二

没
官
注
文
一

、

自
　
レ

院
所
二

給
預
一

也
」
と
あ
る
点
に
注
目
し
、
こ
れ
を
後
白
河
法
皇
に
擬
す
る
説

が
あ
る
が
、
大
岡
荘
を
含
む
一
七
ヵ
荘
が
院
の
管
領
下
に
あ
っ
た
の
は
確
か
に
し
て

も
、
そ
の
原
因
が
「
没
官
」
と
い
う
す
ぐ
れ
て
国
家
主
権
に
か
か
わ
る
行
為
に
由
来

す
る
の
か
、
本
家
職
の
掌
握
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
か
は
、
に
わ
か
に
断
定
で

き
な
い
。

あ
る
い
は
『
吾
妻
鏡
』
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
六
月
四
日
条
所
引
五
月
十
二
日

後
白
河
法
皇
院
宣
（
藤
原
定
長
奉
）
の
記
載
を
も
っ
て
八
条
院
（
後
白
河
法
皇
の
妹
）

領
と
見
な
す
立
場
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
理
解
に
は
、
文
書
へ
の
記
入
形
式
に
か
か

わ
る
史
料
解
釈
上
の
困
難
が
認
め
ら
れ
る
点
、
す
で
に
こ
れ
ま
た
『
沼
津
市
誌
』
が

説
く
通
り
で
あ
る!9

。
い
さ
さ
か
長
文
に
亙
る
が
、
ま
ず
は
全
文
を
掲
げ
る
。

相
模
国
大
井
庄
事

延
勝
寺
領
也
。
於
二

年
貢
一

者
、
早
可
レ

進
二

寺
家
一

。

上
総
国
伊
隅
庄
事

金
剛
心
院
領
也
。
於
二

年
貢
一

者
、
早
可
レ

進-

二

納
寺
家
一

。

此
外
、
不
レ

進
二

年
貢
一

之
所
々
、
寺
家
所
二

注
進
一

也
。
仍
相
副
也
。

蓮
花
王
院
領
伊
豆
国
狩
野
庄

同
領
常
陸
国
中
郡
庄

以
上
両
庄
、
年
貢
注
文
遣
レ

之
。
此
外
不
レ

進
二

年
貢
一

之
所
々
、
寺
家
所
二

注
進
一

也
。

上
総
国
菅
生
庄

前
摂
政
家
領
也
。
年
貢
注
文
遣
レ

之
。

下
野
国
中
泉
　
中
村
　
塩
谷

相
模
国
早
河
庄
事

已
上
三
ヶ
所
、
同
家
領
也
。
年
貢
可
レ

沙-

二

汰
送
棟
範
許
一

之
由
、
先
日
申
上

之
時
、
聞
召
畢
。

八
条
院
領

信
濃
国
大
井
庄

常
陸
国
村
田
　
田
中
　
下
村
庄

同
　
国
志
太
庄

下
総
国
下
河
辺
庄

越
後
国
大
面
庄

此
旨
早
可
レ

被
レ

仰-

二

含
維
清
一

（
候
）
也@0

。

相
模
国
山
内
庄

武
蔵
国
大
田
庄

駿
河
国
益
頭
庄

同
　
国
大
岡
牧

同
　
国
富
士
神
領

信
濃
国
伊
賀
良
庄

以
上
、
件
庄
領
年
貢
、
或
先
々
注
遣
、
或
本
文
書
紛
失
。
平
家
時
分
、
令

レ

致
二

自
由
沙
汰
一

事
も
候
き
。
又
不
レ

知
二

庄
大
小
一

、
増
進
事
も
候
き
。
子
細

庄
家
皆
存
知
歟
。
委
捜
可
レ

令
二

計
沙
汰
一

。
益
頭
庄
事
も
、
彼
辺
同
事
と
思

食
て
、
被
レ

仰
二

能
保
朝
臣
一

候
き
。
時
政
地
頭
に
て
、
他
人
沙
汰
不
レ

可
レ

入

之
様
に
聞
召
し
か
バ
、
言
上
不
レ

及
二

沙
汰
一

。
如
レ

比
事
、
只
可
二

計
沙
汰
一

之

由
、
可
レ

被
レ

仰
也
。

遠
江
国
笠
原
庄

斎
院
御
方
、
年
貢
可
二

沙
汰
進
一

之
由
、
被
レ

下-

二

知
之
地
頭
一

之
条
、
尤
神
妙
。

但
毎
事
不
法
之
由
聞
召
。
雖
レ

有
二

他
御
領
一

、
殊
令
レ

相-

二

伝
之
一

給
之
所
、
只

彼
御
庄
也
。
加
二

推
察
一

沙
汰
宜
歟
。

播
磨
国
景
時
知
行
所
々
事
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任
二

申
状
一

、
可
レ

有
二

御
沙
汰
一

也
。
景
時
奉-

二

為
　
君
一

有
レ

忠
之
由
聞
召
き
。

又
在
京
之
時
な
ど
も
殊
有
二

其
忠
一

歟
。
委
不
二

聞
召
及
一

。
郎
従
等
之
狼
藉
に

て
も
候
覧
。
如
レ

比
令
レ

申
候
之
間
、
御
本
意
之
由
候
也
。

五
ヶ
庄
事
聞
食
畢
。
福
田
庄
・
西
下
郷
・
大
部
郷
、
任
二

申
状
一

可
レ

有
二

御
沙
汰
一

。

備
前
国
宇
甘
郷
事

委
尋
捜
之
条
尤
神
妙
。
以
二

比
旨
一

、
被
二

仰
沙
汰
一

畢
。
役
夫
工
米
料
、
国
々

庄
々
注
文
事
可
レ

給
二

行
事
弁
一

候
。

大
内
守
護
事

頼
兼
申
状
、
尤
不
便
。
他
人
結
番
可
レ

被
二

守
護
一

歟
。
只
可
レ

被
レ

申
二

摂
政
殿
一

。

一
条
院
御
領
事

未
レ

被
二

注
申
一

候
。
追
可
レ

遣
歟
。

早
河
庄
事

未
レ

申
二

左
右
一

。

以
前
条
々
、
以
二

此
趣
一

、
可
レ

被
二

計
遣
一

之
由
、
御
気
色
候
歟
。
恐
々
謹
言
。

五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
右
中
弁

確
か
に
一
見
の
範
囲
内
で
は
、「
八
条
院
領
」
と
す
る
標
記
は
、「
信
濃
国
大
井
庄
」

以
下
、「
信
濃
国
伊
賀
良
庄
」
ま
で
す
べ
て
に
及
ぶ
よ
う
に
思
え
る
が
、
前
半
の

荘
々
の
ほ
と
ん
ど
が
他
の
史
料
か
ら
も
八
条
院
領
と
確
認
で
き
る
の
に
対
し
て
、

「
相
模
国
山
内
庄
」
以
下
は
八
条
院
領
と
す
る
明
徴
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
他

領
た
る
証
拠
を
備
え
る
も
の
の
方
が
多
い@1

。
す
な
わ
ち
、「
八
条
院
領
」
は
前
半
の

荘
々
を
指
し
、「
大
岡
牧
」
を
含
む
後
半
の
四
ヵ
国
六
荘
は
別
グ
ル
ー
プ
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。

結
句
、「
大
井
庄
」
以
下
「
大
面
庄
」
ま
で
を
八
条
院
領
と
し
て
認
め
、「
此
旨
早

可
レ

被
レ

仰-

二

含
維
清
一

也
」
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
が
一
つ
の
段
落
で
あ
り
、「
山
内
庄
」

以
下
は
本
来
一
字
分
上
か
ら
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
所
々
で
、
そ
れ
ら
を
北
条
時
政

地
頭
分
と
し
て
一
括
し
法
皇
の
意
向
を
伝
え
た
も
の
、
と
し
た
『
沼
津
市
誌
』
の
主

張
は
、
ま
さ
し
く
真
相
を
穿
っ
た
卓
見
だ
と
了
承
さ
れ
る
。
た
だ
、
か
か
る
書
式
上

の
問
題
は
、
承
前
の
限
り
で
は
、
文
書
内
容
の
分
析
・
照
合
の
結
果
か
ら
導
か
れ
る

推
測
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』
に
収
録
さ
れ
た
文
書
の
原
本
あ
る
い
は

案
文
・
写
の
所
在
が
他
に
確
認
で
き
な
い
い
ま
と
な
っ
て
は
、
こ
れ
を
実
証
す
る
の

は
不
可
能
に
近
い
。
せ
め
て
『
吾
妻
鏡
』
自
体
に
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
方

法
を
適
用
し
て
み
て
は
と
も
思
う
が
、
本
書
の
伝
来
は
極
め
て
特
殊
な
経
過
を
た
ど

っ
て
お
り@2

、
そ
の
効
果
も
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
大
岡
荘
を
八
条
院
領
と
す
る
従
来
の
論
拠
は
否
定
さ
れ
た
。
が
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
大
岡
荘
の
本
家
が
八
条
院
だ
っ
た
歴
史
的
可
能
性
ま
で
、
完
全
に
排
除

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
平
頼
盛
と
八
条
院
と
は
、
き
わ
め
て
密
接
な
関

係
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
頼
盛
の
妻
と
そ
の
母
は
、
母
子
二
代
に
亙
っ
て
八
条
院

の
女
房
を
勤
め
、
母
は
女
院
の
乳
母
、
娘
は
乳
母
子
で
あ
っ
た
。
か
か
る
関
係
か
ら

頼
盛
は
、
八
条
院
の
後
見
を
も
っ
て
任
じ
て
お
り
、
領
家
頼
盛
の
本
家
と
し
て
女
院

が
あ
る
こ
と
自
体
は
、
可
能
性
と
し
て
否
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
叙
上
、
大
岡
荘
の
上
級
領
主
権
に
関
し
て
確
実
に
い
え
る

の
は
、
領
家
が
平
頼
盛
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
に
帰
す
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ

れ
こ
そ
が
平
安
末
期
の
在
地
社
会
に
お
け
る
政
治
状
況
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
、
や

が
て
源
頼
朝
挙
兵
に
大
き
な
影
を
落
と
す
結
果
に
な
る
。
具
体
的
に
私
は
、
機
会
を

捉
え
て
論
じ
て
き
た
つ
も
り
だ
し
、
前
の
『
沼
津
市
史
』
で
も
若
干
補
足
す
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
。
本
稿
に
お
け
る
再
述
は
避
け
、
各
々
の
場
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
第
一
節
で
は
牧
の
方
の
出
身
を
京
都
の
貴
族
社
会
と
す
る
卑
見
を
補
強
し
、

第
二
節
で
は
大
岡
荘
の
初
期
領
主
を
摂
関
家
と
す
る
説
を
否
定
、
第
三
節
に
お
い
て

は
、
領
家
平
頼
盛
の
上
級
領
主
（
本
家
）
を
八
条
院
と
解
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
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史
料
上
は
認
め
ら
れ
な
い
旨
を
主
張
し
た
。
第
一
節
の
考
察
は
『
閑
谷
集
』
の
作
者

に
か
か
る
新
説
を
吸
収
、
第
二
・
三
節
で
は
す
で
に
『
沼
津
市
誌
』
で
論
証
済
み
の

命
題
を
再
評
価
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
行
論
中
若
干
の
論
点
・
事
実
を
付

け
加
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

た
だ
、
後
段
に
お
け
る
主
張
の
先
に
あ
る
文
治
荘
郷
地
頭
制
、
な
か
ん
ず
く
没
官

領
地
頭
の
成
立
を
め
ぐ
る
論
争
に
は
一
時
期
ほ
ど
の
活
気
が
見
ら
れ
な
い
。
私
は
か

つ
て
該
問
題
に
つ
い
て
、「
こ
れ
以
上
論
を
進
め
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
平
家
没

官
領
個
々
の
変
遷
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
成
果
の
集
積
の
上
に
立
っ
て
、

今
一
度
こ
の
奉
書
に
帰
る
と
い
う
道
筋
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
没
官
領

注
文
に
記
載
さ
れ
た
荘
領
を
、
現
存
史
料
の
う
ち
か
ら
拾
い
集
め
る
の
も
、
有
益
か

つ
可
能
な
作
業
と
思
う
。
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭
や
荘
郷
地
頭
制
成
立
へ
の

言
及
は
、
す
べ
て
そ
の
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
」
と
述
べ
た@3

。
作
業
過
程
の
一

つ
と
認
知
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
福
田
以
久
夫
氏
に
よ
る
こ
の
優
れ
た
論
稿
が
、
長
い
間
、
世
に

出
な
か
っ
た
の
が
つ
く
づ
く
惜
し
ま
れ
る
。
本
人
が
認
め
る
よ
う
に
、「
い
わ
ゆ
る

学
界
向
け
」
で
は
な
く
「
市
史
や
市
史
補
充
の
小
雑
誌
な
ど
」
と
い
う
発
表
の
場
に

制
約
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
著
書
に
再
録
さ
れ
て
は
じ
め
て
斯
界
の
注
意
を
促
す
と

こ
ろ
と
な
っ
た@4

。
か
つ
て
故
安
田
元
久
氏
が
主
宰
さ
れ
た
『
御
家
人
制
研
究
会
』
の

会
合
な
ど
で
蒙
っ
た
学
恩
を
回
顧
し
、
い
ま
や
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
福
田
氏
の
ご
冥
福

を
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
祈
り
す
る
。

続
い
て
併
記
す
る
に
は
憚
り
が
あ
る
が
、
川
嶋
將
生
教
授
に
は
来
る
三
月
を
も
っ

て
立
命
館
大
学
の
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
。
川
嶋
先
生
は
お
人
柄
と
い
う
べ
き
か
、
定

年
に
と
も
な
う
公
式
行
事
を
一
切
固
辞
さ
れ
、
本
誌
も
通
常
の
退
職
記
念
特
集
号
の

形
式
を
踏
ま
ず
、「
日
本
史
小
特
集
」
と
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
ご
了
承
を
得
た
。

小
論
は
不
出
来
な
が
ら
、
自
分
と
し
て
は
珍
し
く
美
術
品
に
触
れ
た
考
察
で
あ
り
、

教
授
が
専
門
と
す
る
分
野
の
一
部
に
か
か
わ
る
作
と
し
て
捧
げ
、
も
っ
て
多
年
・
多

方
面
に
及
ぶ
ご
貢
献
と
業
績
と
に
、
深
い
謝
意
と
敬
意
と
を
表
し
た
い
。

注q

以
上
に
関
係
す
る
主
な
拙
稿
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
。
ａ
「
国
司
の
土
着

と
武
士
団
の
形
成
」（『
静
岡
県
史
　
通
史
編
１
原
始
・
古
代
』
第
三
編
第
五
章
、
静

岡
県
、
一
九
九
四
年
）、
ｂ
「
牧
の
方
の
出
身
と
政
治
的
位
置
│
池
禅
尼
と
頼
朝
と
│
」

（
上
横
手
雅
敬
監
修
、
井
上
満
郎
・
杉
橋
隆
夫
編
『
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
』
思

文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）、
ｃ
「
地
域
の
武
士
社
会
と
政
権
」（『〈
県
史
22
〉
静
岡

県
の
歴
史
』
第
二
章
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）。
特
に
、
北
条
時
政
を
め
ぐ
る

諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
ｄ
「
北
条
時
政
の
出
身
│
北
条
時
定
・
源
頼
朝
と
の
確
執
│
」

（『
立
命
館
文
学
』
五
〇
〇
号
、
一
九
八
七
年
）
を
加
え
て
参
照
願
い
た
い
。

w

拙
稿
「
荘
園
制
の
確
立
と
武
士
社
会
の
到
来
」（『
沼
津
市
史
　
通
史
編
　
原
始
・

古
代
・
中
世
』
第
二
編
第
五
章
、
沼
津
市
、
二
〇
〇
五
年
三
月
〈
実
際
の
刊
行
は
二

〇
〇
六
年
七
月
〉）。

e

い
ま
、
こ
の
間
の
関
係
と
議
論
の
状
況
を
詳
細
に
述
べ
る
暇
が
な
い
。
相
当
精
確

に
整
理
、
、

・
俯
瞰
、
、

し
た
論
文
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
石
井
進
「
平
家
没
官
領
と
鎌
倉

幕
府
」（「
中
世
の
窓
」
同
人
編
『
論
集
中
世
の
窓
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。

の
ち
、
石
井
進
著
作
集
刊
行
会
編
『
石
井
進
著
作
集
　
第
二
巻
　
鎌
倉
幕
府
論
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
に
収
録
）
を
参
照
。
な
お
、
顧
み
て
不
十
分
な
点
が
眼
に

つ
く
作
品
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
私
も
関
係
す
る
拙
文
「
鎌
倉
政
権
の
成
立
」（『
歴

史
公
論
』
二
巻
七
号
、
一
九
七
六
年
）
を
公
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。

r

細
川
重
雄
・
本
郷
和
人
「
北
条
得
宗
家
成
立
試
論
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
研

究
紀
要
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）
二
・
三
頁
。

t

野
口
実
「『
京
武
者
』
の
東
国
進
出
と
そ
の
本
拠
地
に
つ
い
て
│
大
井
・
品
川
氏
と

北
条
氏
を
中
心
に
│
」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
一
九

号
）
六
六
頁
。

y

以
上
、『
吾
妻
鏡
』
建
久
二
年
十
一
月
十
二
日
条
、『
愚
管
抄
』
巻
第
六
順
徳
。

u

多
賀
宗
隼
「
平
家
物
語
と
平
頼
盛
一
家
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
八
巻
第
九
号
、

一
九
七
一
年
）。
ま
た
近
年
の
研
究
で
は
、
佐
々
木
紀
一
「
池
殿
の
末
裔
」（『
国
語
国

文
』
第
六
九
巻
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
も
要
参
照
。

i

『
吾
妻
鏡
』
文
治
四
年
六
月
四
日
条
所
収
（
同
年
）
五
月
十
二
日
後
白
河
法
皇
院
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宣
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
七
号
）。
な
お
、
後
述
参
照
。

o

浅
見
和
彦
「『
閑
谷
集
』
の
作
者
」（
有
吉
保
編
『
和
歌
文
学
の
伝
統
』
角
川
書
店
、

一
九
九
七
年
）。

!0

加
藤
秀
行
「『
閑
谷
集
』
作
者
と
そ
の
周
辺
│
駿
河
・
伊
豆
と
の
か
か
わ
り
│
」

（『
国
文
学
踏
査
』
通
巻
一
三
号
、
一
九
八
四
年
）
五
二
頁
。

!1

ま
ず
は
、『
続
群
書
類
従
』
本
を
底
本
と
し
た
と
い
う
、
加
藤
秀
行
「『
閑
谷
集
』

注
釈
」（『
国
文
学
踏
査
』
通
巻
一
四
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

!2

『
裾
野
市
史
　
第
一
巻
　
資
料
編
　
考
古
』（
裾
野
市
、
一
九
九
二
年
）
五
一
三
頁

以
下
。

!3

静
岡
県
沼
津
市
平
町
日
枝
神
社
所
蔵
、
東
京
国
立
博
物
館
寄
託
。
な
お
、
本
絵
巻

の
写
真
・
詞
書
釈
文
・
解
説
等
に
つ
い
て
は
、
当
面
、『〈
続
日
本
絵
巻
物
大
成
12
〉

山
王
霊
験
記
・
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
）
に
拠
る
。

!4

近
藤
喜
博
「
山
王
霊
験
記
と
そ
の
成
立
年
代
」（『
国
華
』
七
七
一
・
七
七
二
号
、

一
九
五
六
年
）。

!5

『
沼
津
市
誌
　
上
巻
』（
沼
津
市
、
一
九
六
一
年
）
二
八
五
〜
二
九
五
頁
。
関
係
部

分
は
、
の
ち
、「
岡
野
馬
牧
と
大
岡
庄
」
と
題
し
て
、
福
田
以
久
夫
『
駿
河
相
模
の
武

家
社
会
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
）
に
収
録
。

!6

小
松
茂
美
「『
山
王
霊
験
記
』
の
盛
行
」（
註
⑬
引
用
書
所
収
）。
ま
た
、
下
坂
守

「『
山
王
霊
験
記
』
の
成
立
と
改
変
」（『
京
都
国
立
博
物
館
学
叢
』
一
一
号
、
一
九
八

九
年
）
参
照
。

!7

引
用
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
、
破
損
・
欠
失
部
分
を
小
松
茂
美
氏
の
推
測
（
前
註
参
照
）

に
よ
り
補
っ
た
も
の
。
以
下
同
。

!8

「
久
我
家
文
書
」
所
収
（『
平
安
遺
文
』
四
一
五
一
号
）。
な
お
、『
吾
妻
鏡
』
元
暦

元
年
四
月
六
日
条
参
照
。

!9

『
沼
津
市
誌
　
上
巻
』（
前
掲
）
二
九
六
〜
三
〇
二
頁
。
そ
の
他
、
註
⑮
参
照
。

@0

本
行
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
が
「
候
」
と
記
す
部
分
を
吉
川
本
は
「
維
清
」
と

す
る
。
い
ま
吉
川
本
に
従
う
。

@1

関
係
各
荘
の
領
主
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
一
致
し
た
見
解
に
到
達
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
沼
津
市
誌
　
上
巻
』（
前
掲
）、
上
横
手
雅
敬
「
荘
郷
地

頭
制
の
成
立
」（『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
第
二
章
第
四
節
、
塙
書
房
、
一
九
七
〇

年
）、
註
③
所
引
論
文
、
そ
の
他
が
関
説
す
る
。
た
だ
し
、
大
岡
荘
を
後
白
河
院
領
と

す
る
見
解
に
は
、
本
論
文
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
従
え
な
い
が
、
実
質
的
に
後
白
河
の

進
止
下
に
あ
っ
た
可
能
性
ま
で
、
直
ち
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

@2

益
田
宗
「
吾
妻
鏡
の
本
文
批
判
の
た
め
の
覚
書
│
吾
妻
鏡
と
明
月
記
と
の
関
係
│
」

（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
六
号
、
一
九
七
一
年
）
一
〜
二
頁
、
同
「
吾
妻
鏡
の

伝
来
に
つ
い
て
」（「
中
世
の
窓
」
同
人
編
『
論
集
中
世
の
窓
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九

七
七
年
）
等
参
照
。

@3

註
③
所
引
拙
稿
五
三
頁
。

@4

以
上
、
註
⑮
所
引
福
田
『
駿
河
相
模
の
武
家
社
会
』「
ま
え
が
き
」
二
頁
、
註
③
所

引
石
井
論
文
三
六
頁
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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八


